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加古川市老人保護措置費の支弁に関する事務取扱要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」と

いう。）第２１条（第１号及び第１号の２を除く。）の規定に基づき市が支

弁する法第１１条の規定による措置に要する費用（以下「措置費」という。）

の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（措置費算定の基準） 

第２条 措置費については、次の各号に掲げる通知を参考とし、実情に応じ、

適正な水準となるよう、次条以下の規定により算定するものとする。 

(1) 老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針について

（平成１８年１月２４日老発第０１２４００１号厚生労働省老健局長通知）

（以下「措置指針」という。） 

(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について（平成１８年１月２４

日老発第０１２４００３号厚生労働省老健局長通知）（以下「加算通知」

という。） 

２ 市外に所在する養護老人ホームの措置費については、所在市町村の長が算

定した金額に基づいて支払うものとする。 

（養護老人ホームの措置費） 

第３条 法第１１条第１項第１号の規定による養護老人ホームへの措置に係る

措置費は事務費と生活費の合算額とし、次項及び第３項により各月初日の入

所者１人当たりの措置費の月額単価を決定し、対象者を認定するものとする。 

２ 事務費は、次の各号に掲げる一般事務費及び特別事務費の合算額とする。 

(1) 一般事務費は、別表に掲げる額とする。 

 (2) 特別事務費は、次に掲げる加算等のうち、該当するものについて合算し

た額とする。月の中途において新たに措置を開始する場合において、当該

新たに措置する入所者が加算対象であるときは、当該措置の開始時に加算

認定を行うものとする。 

ア 障害者等加算 毎年４月１日現在において、入所者のうち、要支援及

び要介護非該当者で、アルコール依存症者又は知的障害者等の継続的な

援護が必要と認められる者が、要支援及び要介護該当者を除く入所定員

の３０％以上入所している養護老人ホームを加算対象として認定する施

設とし、対象となる入所者１人につき月額１４，９５０円とする。 

イ 夜勤体制加算 毎年４月１日現在において、障害者等加算を受けてい

る養護老人ホーム又は要介護認定を受けた者が入所定員の３０％以上入
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所する養護老人ホームで、加算対象として認定する施設の加算年額単価

は、５，３０６，０００円を特定施設入居者生活介護の指定ありを除く

入所定員に１２を乗じて得た数で除して得た額（１０円未満四捨五入）

により算定する。 

ウ 入所者処遇特別加算 当該年度の４月１日現在又は年度途中で雇用す

る場合は、その雇用する時点において原則として満６０歳以上６５歳未

満の者、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身

体障害者手帳を所持している身体障害者、都道府県知事が発行する療育

手帳若しくは判定書を所持している知的障害者又は母子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する母子家庭の母、父

子家庭の父若しくは寡婦を非常勤職員として雇用している養護老人ホー

ムであって、加算対象として認定する施設の加算年額単価を当該年度の

３月１日現在の入所者数により除して得た額（１０円未満四捨五入）に

より算定する。なお、加算は３月分に限る。 

年間総雇用時間数 １施設当たり加算年額（円） 

４００時間以上８００時間未満 ４３５，０００ 

８００時間以上１，２００時間未満 ７２６，０００ 

１，２００時間以上 １，０１６，０００ 

エ 施設機能強化推進費 施設機能の充実強化を推進している養護老人ホ

ームであって、施設機能強化推進費を必要とするものと認定された施設

について、次の（ア）に掲げる事業のうち市長が必要と認めた事業の加

算額の総額（加算総額は７５万円以内とする。ただし、下表のc 総合防

災対策強化事業の事業を行わない場合は５０万円以内とする。）を、入

所定員に１２を乗じて得た数により除して得た額（１０円未満四捨五入）。

なお、加算の対象として算定する経費は（イ）に掲げるとおりとする。 

(ア) 対象事業 

事業の種類及び内容 加算額（円） 

a 社会復帰等自立促

進事業 

施設入所者社会復帰促進事業 ３００，０００以内 

心身機能低下防止事業 ３００，０００以内 

処遇困難事例研究事業 ３００，０００以内 

b 専門機能強化事業 介護機能強化事業 １５０，０００以内 

機能回復訓練機能強化事業 １５０，０００以内 

技術訓練機能強化事業 １５０，０００以内 

高度処遇強化事業 １５０，０００以内 

c 総合防災対策強化 入所施設 ４５０，０００以内 
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事業 通所・利用施設 １５０，０００以内 

(イ) 対象経費 

需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費（茶菓）、光熱水費、

医療材料費） 

役務費（通信運搬費） 

旅費 

謝金 

備品購入費 

原材料費 

使用料及び賃借料 

賃金（総合防災対策強化事業に限る。） 

委託費（総合防災対策強化事業に限る。） 

オ 民間施設給与等改善費 地方公共団体を除く団体が経営する養護老人

ホーム（ただし、昭和４６年７月１６日社庶第１２１号厚生省社会局長

通知、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。）

であって、民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された

場合について、「一般事務費」の月額及び民間施設給与等改善費、介護

保険料加算及び介護サービス利用者負担加算を除く「特別事務費」の月

額の合算額に、次の（ア）、（イ）において該当するものの合算した加

算率を乗じて得た額（１円未満切捨て）により算定する。 

(ア) 基本分 

区分 職員一人当たりの 

平均勤続年数 

基本分加算率 うち人件費

分 

うち管理費分 

A階級 １４年以上 １６％ １４％ ２％ 

B階級 １２年以上１４年未満 １５％ １３％ ２％ 

C階級 １０年以上１２年未満 １３％ １１％ ２％ 

D階級 ８年以上１０年未満 １１％ ９％ ２％ 

E階級 ６年以上８年未満 ９％ ７％ ２％ 

F階級 ４年以上６年未満 ７％ ５％ ２％ 

G階級 ２年以上４年未満 ５％ ３％ ２％ 

H階級 ２年未満 ３％ １％ ２％ 

(イ) 管理費特別加算分 

入所者処遇等（給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員

教育等）が特に優良と認められる養護老人ホーム １％ 

重度障がい者、重複障がい者等処遇困難な者を多数受け入れてい
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る養護老人ホーム 

施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値す

る活動を実施している養護老人ホーム 

特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている養護老

人ホーム 

前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分にな

る養護老人ホーム及び前年度決算において不足金が生じた養護

老人ホームであって、真に財政面で経営が困難であると認められ

る養護老人ホーム 

上記の外、市長が特に必要と認めた養護老人ホーム 

カ 処遇改善加算 入所者１人につき、当該年度の４月１日時点における

支援員及び支援員に準ずる職員の数（特定施設入居者生活介護を担当す

る支援員及び支援員に準ずる職員を除く。）に９，０００円を乗じ、前

年度の月平均入所者数（前年度の各月初日の入所者数の合計数を１２で

除して得た数（小数点以下の端数があるときは、切り捨てる。）をいう。）

で除して得た額（１円未満の端数があるときは、切り上げる。）により

算定する。 

キ 介護保険料加算 入所者で、老人福祉法による措置費の徴収に関する

規則（昭和５５年９月１７日要綱第２６号）（以下「徴収に関する規則」

という。）に定める対象収入による階層区分の１階層の適用を受ける者

のうち介護保険法（平成９年法律第１２３号）における第１号被保険者

に該当する者が支払うべき介護保険料月額相当額 

ク 老人短期入所加算 老人短期入所による措置が行われた養護老人ホー

ムについて、対象となる入所者１人につき１日当たり３００円 

ケ 介護サービス利用者負担加算 入所者のうち、介護保険サービスを利

用した当該入所者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額

に、徴収に関する規則に定める階層区分に応じて、次の表に定める支弁

割合を乗じた額（１円未満切上げ）により算定する。ただし、階層区分

が３９階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担

を原則とするが、これにより、当該入所者の経済状況が加算を受ける他

の入所者と比較し、不合理であると市が認めるときは、３８階層の支弁

割合を上限に加算を行うことができる。 

階層区分 支弁割合 

１ １００％ 

２～２２ ９９％ 
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２３ ９５％ 

２４ ９１％ 

２５ ８６％ 

２６ ８１％ 

２７ ７６％ 

２８ ７１％ 

２９ ６６％ 

３０ ６５％ 

３１ ６４％ 

３２ ６３％ 

３３ ６２％ 

３４ ５７％ 

３５ ５４％ 

３６ ５１％ 

３７ ４８％ 

３８ ４５％ 

３９ ０％ 

３ 生活費は、次の各号に掲げる一般生活費及び加算の合算額とする。ただし、

月の中途において新たに措置を開始又は廃止した場合の当該月における生活

費は、算定した生活費（期末加算及び被服費加算を除く）の額に、当該月の

実措置日数を当該月の実日数で除して得た額を乗じて得た額（１円未満切捨

て）により算定する。 

(1) 一般生活費は、次の表に掲げる額とする。 

区分 額 

養護老人ホーム 甲地 ５５，３００円 

地区別冬期加算 

（１１月から３月まで） 

Ⅵ区 ２，１７０円 

入院した場合の入院患者の日

用品費 

基準額 ２４，２５０円 

地区別冬期加

算額 

生活保護法による保護基準に定め

られた入院患者日用品費の地区別

冬期加算相当額 

(2) 期末加算 毎年１２月１日現在における入所者について、入所者１人当

たりの加算月額単価は５，３９０円とする。ただし、加算は１２月分の生

活費に限る。 

(3) 病弱者加算 入所者のうち、病弱のため当該養護老人ホームの医師の指
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示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を１月以上必要と認めら

れる者について、入所者１人当たりの加算月額単価は１３，７９０円とす

る。 

(4) 被服費加算 毎年４月１日現在における入所者について、入所者１人当

たりの加算月額単価は１，０５０円とする。ただし、加算は４月分の生活

費に限る。 

（特別養護老人ホームの措置費） 

第４条 法第１１条第１項第２号の規定による特別養護老人ホームへの措置に

係る措置費は、法第１１条第１項第２号の措置に要する費用から、法第２１

条の２の規定に基づき市が支弁することを要しないとされた額を控除した額

とする。なお、当該措置に要する費用には、指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２１号）を準用して算

定した額のほか、当該介護保険施設等における居住費及び食費が含まれる。 

（移送費） 

第５条 移送費は、次の各号に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。 

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退

所する場合 

(2) 入所者が医療機関へ入院する場合又は医療機関から退院する場合（生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による医療扶助により移送費

を受給する場合を除く。） 

（葬祭費） 

第６条 法第１１条第２項の規定による葬祭に係る措置費は、次の各号により

算定した額の範囲内で必要な額とする。 

(1) 基準額 １件当たり２０３，２００円 

(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって葬祭地の市町村

条例に定める火葬に要する費用の額が６３０円を超えるときは、当該超え

る額を基準額に加算する。 

(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金そ

の他死体の運搬に要する費用の額が９，４９０円を超えるときは、１７，

１８０円から９，４９０円を控除した額の範囲内において当該超える額を

基準額に加算する。 

(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用（文書作成の手数料を含む。）が２，

１００円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。 

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要

とする場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。 

(6) 遺留金品を充当した場合は、当該充当額を前各号の規定により得た額か
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ら控除する。 

（措置費月額単価の決定等） 

第７条 養護老人ホームの長は、市長の指示に従い、措置費の算定にあたり必

要な書類等を提出しなければならない。 

２ 市長は、年度の当初において、市内に所在する養護老人ホームにおける入

所者１人当たりの事務費及び生活費の月額単価を決定し、当該養護老人ホー

ムの長に通知するものとする。この場合において、市外の市町村の長が措置

した入所者があるときは、当該入所者に係る事務費及び生活費の月額単価を、

当該市町村の長に通知するものとする。 

３ 前項の規定は、年度の中途において新たに措置を開始する場合において、

当該新たに措置する入所者が加算対象者であるときは、当該措置の開始時に

加算認定を行い、決定した事務費及び生活費の通知について準用する。 

（請求、支弁及び精算） 

第８条 養護老人ホームの長は、入所者に係る措置費について、必要な書類を

添えて、市長に請求するものとする。 

２ 市長は前項の規定による請求があったときは、これを審査のうえ、支弁す

るものとする。 

３ 養護老人ホームの長は、入所者に係る措置費について、概算払いにより支

弁した場合は、必要な書類を添えて市長に精算報告するものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年９月８日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。施行日以前は、なお従前の例

による。 

   附 則 

（施行期日等） 

１  この要綱は、決定の日から施行する。 

２ この要綱による改正後の加古川市老人保護措置費の支弁に関する事務取扱

要綱第３条第３項、第６条第１項並びに別表の規定は、令和元年１０月１日以

後に実施した措置に係る措置費について適用し、同日前に実施した措置に係る

措置費については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

入所者数 

一般事務費 

特定施設入居者生活介護の 

指定なし 

特定施設入居者生活介護の 

指定あり 

人件費 管理費 

非常勤

医師 

人件費 

基本分 支援員分 

人件費 管理費 

非常勤

医師 

人件費 

人件費 管理費 

（人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 

20 189,600 15,300 

 

125,500 10,500 

 

42,300 6,900 

21－30 126,400 10,600 83,700 7,300 28,200 4,600 

31－40 119,300 9,700 77,100 6,400 31,600 4,000 

41－50 114,100 9,000 71,900 5,800 36,300 3,700 

51－60 95,700 7,600 60,600 4,900 28,100 3,100 

61－70 94,100 7,500 58,000 4,700 30,000 3,000 

71－80 91,900 7,100 55,100 4,300 31,500 2,900 

81－90 81,700 6,400 49,000 3,900 28,000 2,500 

91－100 80,600 6,500 46,900 3,900 29,400 2,500 

101－110 83,200 6,600 48,800 3,900 30,500 2,400 

111－120 77,400 6,300 2,400 45,900 3,900 2,400 28,000 2,200 

121－130 77,900 6,300 2,200 

 

131－140 75,400 6,200 2,000 

141－150 72,400 6,100 1,900 

151－160 73,500 6,200 1,800 

161－170 71,700 6,100 1,700 

171－180 67,700 5,800 1,600 

181－190 68,600 5,900 1,500 

 

※特定施設入居者生活介護の指定を受けている居室に入居している場合で、特定施設入居者

生活介護の利用が有る場合は基本分の事務費を一般事務費とする。 

※特定施設入居者生活介護の指定を受けている居室に入居している場合で、特定施設入居者

生活介護の利用が無い場合は基本分と支援員分の合算額を一般事務費とする。 

※入所者数は前年度の平均入所者数とする。 


